
期限前更新について～有効期限の考え方

前提：迎える誕生日の回数で免許の有効期限が決まる

例）誕生日が５月１日の方で、現在（3/22）持っている運転免許の有効期限が令和８年までの場合
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優良・一般であれば「５回」の誕生日の１か月後の
令和13年6月1日まで有効となる

違反・初回であれば「３回」の誕生日の１か月後の
令和11年６月１日まで有効となる
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違反・初回であれば「３回」の誕生日の１か月後の
令和10年６月１日まで有効となる

令和10（2028）年
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①回目申請日

優良・一般であれば「５回」の誕生日の１か月後の
令和12年6月1日まで有効となる

この方が、一定のやむを得ない理由で期限前更新を行う場合

実質、本来の期限より
１年短くなる

「迎える誕生日」として
カウントされる

個々人の条件下で
さらに短くなる場合もあります


